
国土交通省 東京圏の中枢機能のバックアップに関する検討会

「二次とりまとめ（案）」について

１ 「東京圏の中枢機能のバックアップに関する検討会」概要

(1) 趣旨

東日本大震災復興構想会議や国土審議会等で、東京圏の機能分担やバックアップ

について検討すべきとの提言が出されたことを受け、有識者による検討委員会を設

け、東京圏の中枢機能のバックアップ確保について基礎的な検討を行う。

(2) 委員［敬称略、五十音順、○印：座長］

  青山  佾（明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授）

  荒井良雄（東京大学大学院総合文化研究科教授）

  池田彰孝（東京商工会議所副会頭、ＳＭＫ（株）常勤監査役）

  岩見隆夫（政治ジャーナリスト）

  ○大西 隆（東京大学大学院工学系研究科教授）

  小川和久（軍事アナリスト、特定非営利活動法人国際変動研究所理事長）

  河田惠昭（関西大学社会安全学部学部長・大学院社会安全研究科研究科長・教授）

  指田朝久（東京海上日動リスクコンサルティング(株)主席研究員）

  森川博之（東京大学先端科学技術研究センター教授）

(3) 検討の経緯

   第１回委員会（12/9）：バックアップ検討に係る背景及び現状

   第２回委員会（12/27）：ヒアリング（金融分野：日本銀行）、委員報告

   第３回委員会（1/23）：ヒアリング（マスコミ分野：ＮＨＫ、情報通信分野：(社)

電気通信事業者協会）、一次とりまとめ案

   第４回委員会（3/5）：民間企業全般の取組、ヒアリング（民間企業：日本ｱｲ･ﾋﾞ

ｰ･ｴﾑ株式会社、ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社）

   第５回委員会（3/22）：海外事例調査、二次とりまとめ（案）

報告４



２ 二次とりまとめ（案）の主なポイント

※ これまでの関西広域連合の主張（提言等）と関連する部分を抜粋

(1) 本検討会の目的とスコープ

・ 東京圏の中枢機能のバックアップに関する基礎的な検討を進め、論点と考え方を提

示。バックアップ場所として特定の地域の選定など具体的な検討は行わない。

・ 東京圏の中枢機能には、立法、行政、司法の中枢機能のほか、金融・経済、報道等

が含まれる。このうち行政の中枢機能を中心に検討。

(2) バックアップ場所等の要件（制約）

バックアップの規模や形態等に応じて重視する度合いが異なるものもあるため、要

件を総合的に勘案する必要がある。

① バックアップ場所が満たすべき要件（制約）の考え方

ア 東京圏との同時被災の可能性が低いこと

    直接的な被害のみではなく、電力供給の制限が他圏域に及ぶ場合など、間接的に

影響が及ぶ場合も考慮

  イ 災害の蓋然性が低いこと

   自然災害が起こりえない地域はなく、相対的な比較にならざるを得ない

ウ 東京圏とのアクセスが容易かつ確実であること

  東京圏との間で時間的にアクセスが容易かつ確実であること

エ 代替要員が必要数確保できること

   ウォームスタンバイ（平時は別の業務を行う要員がバックアップ移行時には行政

中枢業務を遂行）の場合は、バックアップ場所で要員を必要数確保する必要

  オ 活用しうる既存の代替施設・設備等が多く存在すること

   早期かつ低コストで体制を構築するため、執務室、会議室等の既存施設・設備が

存在し、また、東京の要員が宿泊できる施設が相当数確保できることも重要
   

② バックアップ場所の検討に当たっての留意事項

ア 集約的な立地の要否

    行政中枢機能のうち各府省間で密接な連携を要する業務については一定のエリ

ア内で行われることが望ましく、可能な限り近傍に位置すること

    指揮命令系統の確保や連携確保のため、移動・通信面での円滑な業務遂行環境が

求められる

イ 同一の業務のバックアップ場所の数

    同時被災リスクの分散・軽減や別の災害による被災に備え、代替順位を付して複

数のバックアップ場所に構築する必要

③ 他の制約要件

ア 費用対効果



    財政制約を勘案し、既存の要員、施設・設備等を可能な限り活用し、バックアッ

プ体制構築に係る初期コスト、平時の維持管理コストを抑える必要

(3) 今後の推進について

  政府全体として速やかに、本検討会の検討成果を活かして、東京圏の中枢機能のバ

ックアップ体制構築のための実現プロセスにつなげ、政府一体となった検討体制を早

急に立ち上げる必要。

・ 災害対策本部機能など、政府の危機対応業務の最も枢要な中枢機能を維持・確保

するためのバックアップ体制構築の優先着手

・ バックアップ場所等の要件（制約）に関する具体的な調査

(4) 別途検討されるべき論点

  ① 東京圏における広域巨大災害の減災対策

   中枢機能のバックアップ体制の構築と併せ、東京圏の住民や諸機能の減災対策を充

実・強化することも焦眉の急

② 東京圏に本社機能を置く民間企業の業務継続計画策定の促進

  民間企業についても、実効性のある業務継続計画の策定等を通じて、東京圏に集中

する本社機能のバックアップを含む業務継続に向けた取組が進められる必要

③ 東京圏の中枢機能の分担・再配置、国土構造のあり方

  中長期的観点から、国土全体での官民の各種機能の分担や再配置のあり方について

検討する必要

    東京圏のみならず、東海・東南海・南海の三連動地震への対応が求められる西日本

の太平洋側も含め、国土全体で、広域巨大災害が「起こりうる」ことを前提とした機

能配置論が必要

   広域巨大災害にも対応しうる災害に強い国土構造への再構築を図ることが必要

３ 今後の国の取組

(1) 内閣府

政府全体としての業務継続計画の策定や、よりハイレベルな会議の開催など、政府

全体としての検討体制の構築に努めていく。（詳細は現時点では不明）

(2) 国土交通省

・ 二次とりまとめ(案)について若干の修正を行う。

・ 代替施設に備えるべき機能等いくつかの論点について深掘り調査を実施。

＜参考＞ 関西広域連合

今後、国に対して、「代替地は関西」であることを具体的に提案していけるよう、

各省庁の受け皿となる施設等具体的な代替機能を調査する予定（予算：3,000 千円）
























































